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 公布された規則のあらまし 

◇鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

鳥取県税条例の一部が改正され、心身障がい者を多数雇用する事業所に対する特例措置を設けること等に伴

い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 心身障がい者を多数雇用するものとして規則で定める事業所は、常時雇用する心身障がい者（短時間労

働者を除く。）の数と短時間労働重度心身障がい者の数を合計した数に短時間労働心身障がい者の数に２分

の１を乗じて得た数を加算した数が20以上であり、かつ、常時雇用する労働者（短時間労働者を除く。）の総

数に短時間労働者の総数に２分の１を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障がい者数の割合が２分

の１以上であるものとし、事業所の事業の用に供する施設で規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に

関する法律による助成金の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。 

(２) その他所要の規定の整備を行う。 

(３) 施行期日は、令和５年４月１日とする(１)に関する事項を除き、公布の日とする。 

◇鳥取県会計規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

(１) 地方自治法施行令の一部が改正され、私人に収納の事務を委託することができる普通地方公共団体の歳

入の範囲が拡大されたことに伴い、所要の改正を行う。 

(２) 行政組織の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 私人に収納の事務を委託することができる歳入及び収納の事務を委託することができる者の基準につい

て定める。 

(２) 県の内部組織の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

(３) 次に掲げる会計管理者の事務をそれぞれに定める課の出納員に委任する。 

ア 一般旅券の発給の手数料の収納事務 交流人口拡大本部観光交流局交流推進課 

イ 全日本空輸株式会社が提供する国内線に係る法人向けの出張手配システムによる航空券の取消しに伴う

払戻金に係る収納事務 総務部総合事務センター庶務集中課 

ウ 個人情報開示請求等に係る手数料の収納事務 地域づくり推進部県民参画協働課 

エ 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例等の規定により講ずる斜面の安全の確保等のための措

置に要する費用に充てるための保証金の収納事務 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 

(４) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和５年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 
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規 則

鳥取県税条例及び鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布す

る。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県規則第22号 

鳥取県税条例及び鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

鳥取県税条例及び鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例（令和４年鳥取県条例第31号）第１条中鳥取県税

条例（平成13年鳥取県条例第10号）第232条の改正規定の施行期日は、令和５年４月１日とする。 
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鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県規則第23号 

鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則 

（鳥取県税条例施行規則の一部改正） 

第１条 鳥取県税条例施行規則（昭和35年鳥取県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（法人の県民税均等割の減免の手続） 

第35条の５ 条例第41条の３第１項の規則で定める法

人は、次のとおりとする。 

(１) 略 

(２) 法第52条第２項第３号に規定する公共法人等

（認可地縁団体並びに公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）

第２条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

を除く。以下同じ。）で次に掲げる要件のいずれか

に該当するもの 

ア～オ 略 

２～５ 略 

（自動車税の課税免除の手続） 

第50条の10 略 

２・３ 略 

４ 前項の課税免除申請書等は、課税免除の区分に応

じ、次の表に定めるところによる。 

課税免除の区

分 

申請書 課税免除を受

けようとする

事由を証する

書類 

略 

(４) 条例第

137条第２項

第11号に係

るもの 

第64号様式の

２その１ 

ア～ウ 略 

エ 知事又は

市町村の長

が交付した

交通空白地

有償運送路

線の運行に

係る補助金

交付決定通

知書の写し 

（法人の県民税均等割の減免の手続） 

第35条の５ 条例第41条の３第１項の規則で定める法

人は、次のとおりとする。 

(１) 略 

(２) 法第52条第２項第４号に規定する公共法人等

（認可地縁団体並びに公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）

第２条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

を除く。以下同じ。）で次に掲げる要件のいずれか

に該当するもの 

ア～オ 略 

２～５ 略 

（自動車税の課税免除の手続） 

第50条の10 略 

２・３ 略 

４ 前項の課税免除申請書等は、課税免除の区分に応

じ、次の表に定めるところによる。 

課税免除の区

分 

申請書 課税免除を受

けようとする

事由を証する

書類 

略 

(４) 条例第

137条第２項

第11号に係

るもの 

第64号様式の

２その１ 

ア～ウ 略 

エ 知事又は

市町村の長

が交付した

過疎地有償

運送路線の

運行に係る

補助金交付

決定通知書

の写し 
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第２条 鳥取県税条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１号様式の４その２を次のように改める。 

附 則 

１～３ 略 

（不動産取得税の減免に係る心身障害者を多数雇用す

る事業所等） 

４ 条例附則第19条第１項に規定する規則で定める事

業所は、常時雇用する令第56条の68第２項第１号に

規定する心身障害者（同項第２号に規定する短時間

労働者（以下この項において「短時間労働者」とい

う。）を除く。）の数（当該心身障害者のうちに同条

第２項第３号に規定する重度心身障害者がある場合

には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の

数を加算した数）と同条第１項に規定する短時間労

働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定す

る短時間労働心身障害者の数に２分の１を乗じて得

た数を加算した数（以下この項において「雇用心身

障害者数」という。）が20以上であり、かつ、常時雇

用する労働者（短時間労働者を除く。）の総数に短時

間労働者の総数に２分の１を乗じて得た数を加算し

た数に対する雇用心身障害者数の割合が２分の１以

上である事業所とする。 

５ 条例附則第19条第１項に規定する施設で規則で定

めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和35年法律第123号）第49条第１項第６号の助成金の

支給を受けて取得した施設で作業の用に供するもの

とする。 

附 則 

１～３ 略 
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第53号様式の３を次のように改める。 
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第60号様式を次のように改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条中鳥取県税条例施行規則附則第４項及び第５項の改正規定

は、令和５年４月１日から施行する。 
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鳥取県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県規則第24号 

鳥取県会計規則の一部を改正する規則 

鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（会計管理者の事務の委任） 

第６条 知事は、法第171条第４項の規定に基づき、別

表第２に定めるところにより会計管理者をしてそ

の事務の一部を出納員に委任させ、又は出納員をし

てさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納

員に委任させるものとする。 

（徴収又は収納の委託の検査） 

第26条の２  略 

（収納の事務を委託することができる歳入等） 

第26条の３ 令第158条の２第１項の規則で定める歳

入は、別表第３に掲げる歳入とする。 

２ 令第158条の２第１項に規定する規則で定める基

準は、次に掲げるものとする。 

(１) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに

足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全で

あること。 

(２) 普通地方公共団体の公金、電気料金、ガス料

金、電信電話料金等の収納の事務を受託し、又は

これらに類するものの収納に関する事務を処理

した実績があること。 

(３) 収納した歳入金を遅滞なく指定金融機関に

払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に

記録し、及び県に遅滞なく必要な報告を行うこと

ができること。 

(４) 個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その

他個人情報の適正な管理のために必要な措置を

講ずることができること。 

第38条の２ 略 

２・３ 略 

４ 知事又は出納機関の長の行う支出負担行為につ

いて、支出負担行為として整理する時期、支出負担

行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類又

（会計管理者の事務の委任） 

第６条 知事は、法第171条第４項の規定に基づき、別

表第１の２に定めるところにより会計管理者をし

てその事務の一部を出納員に委任させ、又は出納員

をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を分任

出納員に委任させるものとする。 

（徴収又は収納の委託の検査） 

第26条の２  略 

第38条の２ 略 

２・３ 略 

４ 知事又は出納機関の長の行う支出負担行為につ

いて、支出負担行為として整理する時期、支出負担

行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類又
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は電磁的記録は、別表第４に定める区分によるもの

とする。 

５ 前項の別表第４に定める経費に係る支出負担行

為であっても、別表第５に定める経費（第70条第５

号に掲げる経費を除く。）に係る支出負担行為に該

当するものについては、前項の規定にかかわらず、

別表第５に定める区分によらなければならない。 

６・７ 略 

別表第１（第２条、第５条関係） 

機関 職 

略 

鳥取県福祉相談センター 課長補佐 

略 

別表第２（第６条関係） 

１ 出納員に委任させる事務 

区分 委任事務 

略 

交流人口拡

大本部観光

交流局観光

戦略課 

鳥取県多言語観光ホームページに

係る宿泊成約手数料の収納事務 

交流人口拡

大本部観光

交流局交流

推進課 

鳥取県手数料徴収条例（平成12年

鳥取県条例第37号）第２条第１項

第４号に規定する手数料の収納事

務 

略 

総務部総合

事務センタ

ー庶務集中

課 

１～４ 略 

５ 全日本空輸株式会社が提供す

る国内線に係る法人向けの出張

手配システムによる航空券の取

消しに伴う払戻金に係る収納事

務 

略 

地域づくり

推進部県民

参画協働課 

１・２ 略 

３ 鳥取県個人情報保護条例（令

和４年鳥取県条例第29号）第16

条第１項の規定による手数料の

収納に関する事務 

略 

地域づくり 鳥取県手数料徴収条例第２条第１

は電磁的記録は、別表第２に定める区分によるもの

とする。 

５ 前項の別表第２に定める経費に係る支出負担行

為であっても、別表第３に定める経費（第70条第５

号に掲げる経費を除く。）に係る支出負担行為に該

当するものについては、前項の規定にかかわらず、

別表第３に定める区分によらなければならない。 

６・７ 略 

別表第１（第２条、第５条関係） 

機関 職 

略 

鳥取県福祉相談センター 課長補佐 

鳥取県倉吉児童相談所 次長 

鳥取県米子児童相談所 室長 

略 

別表第１の２（第６条関係） 

１ 出納員に委任させる事務 

区分 委任事務 

略 

交流人口拡

大本部観光

交流局観光

戦略課 

鳥取県多言語観光ホームページに

係る宿泊成約手数料の収納事務 

略 

総務部総合

事務センタ

ー庶務集中

課 

１～４ 略 

略 

地域づくり

推進部県民

参画協働課 

１・２ 略 

略 

地域づくり 鳥取県手数料徴収条例（平成12年
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推進部文化

財局文化財

課 

項第325号に規定する手数料の収

納事務 

略 

生活環境部

くらしの安

心局住まい

まちづくり

課 

１～５ 略 

６ 鳥取県盛土等に係る斜面の安

全確保に関する条例（令和３年

鳥取県条例第43号）第20条第１

項及び同条第２項の規定による

保証金の収納事務 

略 

鳥取県米子

工事検査事

務所 

物品の出納及び保管に関する

事務 

略 

２ 分任出納員に委任させる事務 

区分 委任事務 

略 

鳥取県中部

総合事務所 

次に掲げる現金及び有価証券の収

納に関する事務 

(１)・(２) 略 

(３) 生活保護費の返還金及び

徴収金、母子福祉資金、父子福

祉資金及び寡婦福祉資金の償

還金並びに児童措置費、知的

障害者措置費及び養育医療費

の負担金 

(４)～(11) 略 

鳥取県西部

総合事務所 

次に掲げる現金及び有価証券の収

納に関する事務 

(１)・(２) 略 

(３) 生活保護費の返還金及び

徴収金、母子福祉資金、父子福

祉資金及び寡婦福祉資金の償

還金並びに児童措置費、知的

障害者措置費及び養育医療費

の負担金 

(４)～(12) 略 

略 

鳥取県福祉

相談センタ

１ 児童措置費の負担金の一部の

収納に関する事務 

推進部文化

財局文化財

課 

鳥取県条例第37号）第２条第１項

第325号に規定する手数料の収納

事務 

略 

生活環境部

くらしの安

心局住まい

まちづくり

課 

１～５ 略 

略 

鳥取県米子

工事検査事

務所 

１ 物品の出納及び保管に関する

事務 

２ 旅費（旅行命令簿によるもの

に限る。）に係る支出負担行為の

確認及び支出に関する事務 

略 

２ 分任出納員に委任させる事務 

区分 委任事務 

略 

鳥取県中部

総合事務所 

次に掲げる現金及び有価証券の収

納に関する事務 

(１)・(２) 略 

(３) 生活保護費の返還金及び

徴収金、母子福祉資金、父子福

祉資金及び寡婦福祉資金の償

還金並びに児童措置費（児童

相談所長の措置に係るものを

除く。）、知的障害者措置費及

び養育医療費の負担金 

(４)～(11) 略 

鳥取県西部

総合事務所 

次に掲げる現金及び有価証券の収

納に関する事務 

(１)・(２) 略 

(３) 生活保護費の返還金及び

徴収金、母子福祉資金、父子福

祉資金及び寡婦福祉資金の償

還金並びに児童措置費（児童

相談所長の措置に係るものを

除く。）、知的障害者措置費及

び養育医療費の負担金 

(４)～(12) 略 

略 

鳥取県福祉

相談センタ

１ 児童措置費の負担金の一部の

収納に関する事務 
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ー ２ 公文書、行政資料その他の書

類の写しの作成及び送付に要す

る費用に係る現金の収納に関す

る事務 

略 

別表第３（第26条の３関係） 

区分 歳入の名称 

損害

賠償

金 

県営住宅において公営住宅法（昭和26年

法律第193号）第29条第７項の規定により

徴収する金銭、第32条第３項の規定によ

り徴収する金銭及び同条第１項第２号か

ら第５号までの規定に該当することによ

り入居者に対して請求する損害賠償金 

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条

例（昭和34年条例第49号）第24条第３項

の規定により徴収する金銭及び同条第１

項第２号から第６号までの規定に該当す

ることにより入居者から徴収する徴収金

並びに同条第７号に該当することにより

同居者から徴収する徴収金 

不当

利得

によ

る返

還金 

職員（地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第３条第２項に規定する一般職に属

する職員（企業局企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例（昭和41年鳥取県

条例第39号）第１条及び病院局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例（平

成７年鳥取県条例第３号）第１条に規定

する企業職員を除く。以下この表におい

て同じ。）に支給した給与に過誤払が 

あった場合における徴収金 

職員の給与から厚生年金保険料の源泉控

除を行うことができない場合における当

該職員の社会保険料相当額の徴収金 

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）

第23条第１項に基づき徴収する児童扶養 

手当の不正受給があった場合における徴 

収金 

商工労働部長の定めるところにより新た

に県内在住者の正規雇用に努めた事業主

に対して支給された奨励金の支給決定の

取消しに伴う返還金 

鳥取県産業成長応援条例（令和元年鳥取

ー・鳥取県

米子児童相

談所 

２ 公文書、行政資料その他の書

類の写しの作成及び送付に要す

る費用に係る現金の収納に関す

る事務 

鳥取県倉吉

児童相談所 

児童措置費の負担金の一部の収納

に関する事務 

略 
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県条例第４号）附則第３項の規定により

なおその効力を有するものとされた同条

例附則第２項の規定による廃止前の鳥取

県企業立地等事業助成条例（平成25年鳥

取県条例第８号）第３条第１項の規定に

よる認定を受けた企業立地事業を実施す

る者に交付された企業立地事業補助金の

交付決定の取消しに伴う返還金 

別表第４（第38条の２関係） 

略 

別表第５（第38条の２関係） 

略 

別表第２（第38条の２関係） 

略 

別表第３（第38条の２関係） 

略 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鳥取県会計規則第26条の３の規定は、この規則の施行の日以後に調定する歳入について適用する。 
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訓 令

鳥取県訓令第２号 

鳥取県文書の管理に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県文書の管理に関する規程の一部を改正する訓令 

鳥取県文書の管理に関する規程（平成24年鳥取県訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) 略 

(３) 地方機関等 鳥取県行政組織規則第２条第３

項に規定する地方機関（総合事務所にあっては鳥取

県行政組織規則第21条各項の表の左欄に掲げる局

（以下「局」という。）並びに同条第１項の表の中

欄に掲げる倉吉児童相談所及び同条第２項の表の

中欄に掲げる米子児童相談所と、鳥取県総合事務所

等設置条例第６条第１項の規定により設置された

農林事務所にあっては東部農林事務所及び東部農

林事務所八頭事務所とする。）、鳥取県会計管理局

組織規則第２条第２項の規定により設置された米

子工事検査事務所及び特定機関をいう。 

(４)～(18) 略 

２ 略 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) 略 

(３) 地方機関等 鳥取県行政組織規則第２条第３

項に規定する地方機関（総合事務所にあっては鳥取

県行政組織規則第21条各項の表の左欄に掲げる局

（以下「局」という。）と、鳥取県総合事務所等設

置条例第６条第１項の規定により設置された農林

事務所にあっては東部農林事務所及び東部農林事

務所八頭事務所とする。）、鳥取県会計管理局組織

規則第２条第２項の規定により設置された米子工

事検査事務所及び特定機関をいう。 

(４)～(18) 略 

２ 略 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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鳥取県訓令第３号 

職員の任免発令規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

職員の任免発令規程の一部を改正する訓令 

職員の任免発令規程（昭和39年鳥取県訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（任免の発令の方法） 

第２条 職員の任免の発令は、第１号様式による辞令書

又は第２号様式による昇給（昇格）・給与決定通知書

を職員に交付して行う。ただし、次の各号に掲げる発

令については、それぞれ当該各号に定める方法をもっ

てこれに代えることができる。 

(１)・(２) 略 

(３) 昇任（職員の定年等に関する条例（昭和59年鳥

取県条例第１号）第４条第１項の規定により引き続

いて勤務している職員（以下「勤務延長職員」とい

う。）、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22

条の４第１項若しくは第22条の５第１項の規定に

より採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」という。）又は地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第63号。以下「令和３年改

正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、

第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しく

は第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）若しくは第７条第１項若しくは第３項の規

定（以下これらの規定を「暫定再任用関係規定」と

いう。）により採用された職員（以下「暫定再任用

職員」という。）が期限又は任期の定めのない職員

となる場合に併せて行われるものを除く。）、配置

換（前２号に掲げるもの及び勤務延長職員、定年前

再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員が期限

又は任期の定めのない職員となる場合に併せて行

われるものを除く。）、転任、出向、転職、兼職（前

号に掲げるもの及び次条第２項の規定に基づくも

のを除く。）、兼務（前号に掲げるもの及び次条第

１項の規定に基づくものを除く。）、事務取扱、兼

職解除若しくは兼務解除（前号に掲げるもの及び次

条第３項の規定に基づくものを除く。）、事務取扱

（任免の発令の方法） 

第２条 職員の任免の発令は、第１号様式による辞令書

又は第２号様式による昇給（昇格）・給与決定通知書

を職員に交付して行う。ただし、次の各号に掲げる発

令については、それぞれ当該各号に定める方法をもっ

てこれに代えることができる。 

(１)・(２) 略 

(３) 昇任（職員の定年等に関する条例（昭和59年鳥

取県条例第１号）第４条第１項の規定により引き続

いて勤務している職員（以下「勤務延長職員」とい

う。）又は地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

28条の４第１項、第28条の５第１項若しくは第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員（以下「再任用職員」という。）が期限又は

任期の定めのない職員となる場合に併せて行われ

るものを除く。）、配置換（前２号に掲げるもの及

び勤務延長職員又は再任用職員が期限又は任期の

定めのない職員となる場合に併せて行われるもの

を除く。）、転任、出向、転職、兼職（前号に掲げ

るもの及び次条第２項の規定に基づくものを除

く。）、兼務（前号に掲げるもの及び次条第１項の

規定に基づくものを除く。）、事務取扱、兼職解除

若しくは兼務解除（前号に掲げるもの及び次条第３

項の規定に基づくものを除く。）、事務取扱解除、

昇給、昇格、降格又は給与決定の発令 電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法であって、送信

者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る

電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送

信することにより行うものをいう。）による伝達 
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解除、昇給、昇格、降格又は給与決定の発令 電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法であっ

て、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信することにより行うものをいう。）による

伝達 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

職員の任免の発令

の形式 

職員の任免の発令

の形式 

第１ 一般職の職員（第２

及び第３に掲げる職員

を除く。）の場合 

１ 採用（現に職員でな

い者を職員の職（以下

「職」という。）に任

用する場合。ただし、

地方公務員法第22条

の４第１項若しくは

第22条の５第１項の

規定又は暫定再任用

関係規定により採用

する場合を除く。） 

鳥取県職員に任命す

る 

……職……級に決定

する 

○任期付研究員の採用等

に関する条例（平成13年

鳥取県条例第４号）第４

条の規定により採用さ

れる職員（以下「任期付

研究員」という。）及び

任期付職員の採用等に

関する条例（平成14年鳥

取県条例第67号）第２条

第１項の規定により採

用される職員（以下「特

定任期付職員」という。）

を採用する場合を除く。 

第１ 一般職の職員（第２

及び第３に掲げる職員

を除く。）の場合 

１ 採用（現に職員でな

い者を職員の職（以下

「職」という。）に任

用する場合。ただし、

地方公務員法第28条

の４第１項、第28条の

５第１項又は第28条

の６第１項若しくは

第２項の規定により

採 用 す る 場 合 を 除

く。） 

鳥取県職員に任命す

る 

……職……級に決定

する 

○任期付研究員の採用等

に関する条例（平成13年

鳥取県条例第４号）第４

条の規定により採用さ

れる職員（以下「任期付

研究員」という。）及び

任期付職員の採用等に

関する条例（平成14年鳥

取県条例第67号）第２条

第１項の規定により採

用される職員（以下「特

定任期付職員」という。）

を採用する場合を除く。 

……号給を給する 

……勤務を命ずる ○所属部課所の長への採

用の場合を除く。

……号給を給する 

……勤務を命ずる ○所属部課所の長への採

用の場合を除く。

(ア) 

……を命ずる 

任期は…年…月…日

(ア) 職名とする。 

○任期付研究員、地方公務

員の育児休業等に関す

(ア) 

……を命ずる 

任期は…年…月…日

(ア) 職名とする。 

○任期付研究員、地方公務

員の育児休業等に関す
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までとする る法律（平成３年法律第

110号）第６条第１項（第

１号に限る。）又は第18

条第１項の規定により

採用される職員（以下

「育児休業等任期付職

員」という。）、特定任

期付職員、任期付職員の

採用等に関する条例第

２条第２項の規定によ

り採用される職員（以下

「一般任期付職員」とい

う。）又は同条例第３条

若しくは第４条の規定

により採用される職員

（以下「任期付職員」と

いう。）を採用する場合

に限る。 

までとする る法律（平成３年法律第

110号）第６条第１項（第

１号に限る。）又は第18

条第１項の規定により

採用される職員（以下

「育児休業等任期付職

員」という。）、特定任

期付職員、任期付職員の

採用等に関する条例第

２条第２項の規定によ

り採用される職員（以下

「一般任期付職員」とい

う。）又は同条例第３条

若しくは第４条の規定

により採用される職員

（以下「任期付職員」と

いう。）を採用する場合

に限る。 

１週間の勤務時間は

………時間とする 

○任期付職員の採用等に

関する条例第４条の規

定により採用される職

員（以下「任期付短時間

勤務職員」という。）又

は地方公務員の育児休

業等に関する法律第18

条第１項の規定により

採用される職員（以下

「育児短時間勤務に伴

う短時間勤務職員」とい

う。）の１週間の勤務時

間を定める場合に限る。 

１週間の勤務時間は

………時間とする 

○任期付職員の採用等に

関する条例第４条の規

定により採用される職

員（以下「任期付短時間

勤務職員」という。）又

は地方公務員の育児休

業等に関する法律第18

条第１項の規定により

採用される職員（以下

「育児短時間勤務に伴

う短時間勤務職員」とい

う。）の１週間の勤務時

間を定める場合に限る。 

２ 昇任（現に有する職

より上位の職を命ず

る場合）  

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への昇任

の場合を除く。

○勤務延長職員、定年前再

任用短時間勤務職員又

は暫定再任用職員が期

限又は任期の定めのな

い職員となる場合に限

る。

２ 昇任（現に有する職

より上位の職を命ず

る場合）  

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への昇任

の場合を除く。

○勤務延長職員又は再任

用職員が期限又は任期

の定めのない職員とな

る場合に限る。
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３ 降任（現に有する職

より下位の職を命ず

る場合） 

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への降任

の場合を除く。

○勤務延長職員、定年前再

任用短時間勤務職員又

は暫定再任用職員が期

限又は任期の定めのな

い職員となる場合に限

る。

３ 降任（現に有する職

より下位の職を命ず

る場合） 

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への降任

の場合を除く。

○勤務延長職員又は再任

用職員が期限又は任期

の定めのない職員とな

る場合に限る。

４ 配置換（昇任及び降

任以外の方法で、所属

部課所の変更又は同

種と認められる他の

職を命ずる場合。ただ

し、単に職名を変更す

る場合を除く。） 

……勤務を命ずる ○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への配置

換の場合を除く。

４ 配置換（昇任及び降

任以外の方法で、所属

部課所の変更又は同

種と認められる他の

職を命ずる場合。ただ

し、単に職名を変更す

る場合を除く。） 

……勤務を命ずる ○所属部課所を変更する

場合に限る。ただし、所

属部課所の長への配置

換の場合を除く。

……を命ずる ○職名を変更する場合及

び課長又はこれに相当

する職以上の職員を配

置換する場合に限る。

……を命ずる ○職名を変更する場合及

び課長又はこれに相当

する職以上の職員を配

置換する場合に限る。

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○勤務延長職員、定年前再

任用短時間勤務職員又

は暫定再任用職員が期

限又は任期の定めのな

い職員となる場合に限

る。

期限（任期）の定めの

ない職員となる 

○勤務延長職員又は再任

用職員が期限又は任期

の定めのない職員とな

る場合に限る。

１週間の勤務時間は

……時間とする 

○定年前再任用短時間勤

務職員、暫定再任用短時

間勤務職員（暫定再任用

職員のうち地方公務員

法第22条の４第１項に

規定する短時間勤務の

職を占めるものをいう。

以下同じ。）、任期付短

時間勤務職員又は育児

短時間勤務に伴う短時

１週間の勤務時間は

……時間とする 

○地方公務員法第28条の

５第１項若しくは第28

条の６第２項の規定に

より採用された職員（以

下「再任用短時間勤務職

員」という。）、任期付

短時間勤務職員又は育

児短時間勤務に伴う短

時間勤務職員の１週間

の勤務時間を変更する
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間勤務職員の１週間の

勤務時間を変更する場

合に限る。 

場合に限る。 

５～41 略 ５～41 略 

42 定年前再任用（地方

公務員法第22条の４

第１項又は第22条の

５第１項の規定によ

り採用する場合）又は

暫定再任用（暫定再任

用関係規定により採

用する場合） 

鳥取県職員に定年前

再任用する 

鳥取県職員に暫定再

任用する 

……職……級に決定

する 

職員の給与に関する

条例第４条第11項の

規定により算定した

給料月額を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第13条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第15条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

任期は……年……月

……日までとする 

○定年前再任用の場合

○暫定再任用の場合

○定年前再任用の場合

○暫定再任用（地方公務員

法第22条の４第１項に

規定する短時間勤務の

職を占める職員として

の採用を除く。）の場合 

○暫定再任用（地方公務員

法第22条の４第１項に

規定する短時間勤務の

職を占める職員として

の採用に限る。）の場合 

○所属部課所の長への定

年前再任用又は暫定再

任用の場合を除く。 

42 再任用（地方公務員

法第28条の４第１項、

第28条の５第１項又

は第28条の６第１項

若しくは第２項の規

定により採用する場

合） 

鳥取県職員に再任用

する 

……職……級に決定

する 

……勤務を命ずる 

……を命ずる 

任期は……年……月

……日までとする 

○所属部課所の長への再

任用の場合を除く。

１週間の勤務時間は

……時間とする 

○定年前再任用短時間勤

務職員又は暫定再任用

短時間勤務職員の１週

間の勤務時間を定める

場合に限る。 

１週間の勤務時間は

……時間とする 

○再任用短時間勤務職員

の１週間の勤務時間を

定める場合に限る。 
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43 任期更新 

暫定再任用の任期を

……年……月……日

まで更新する 

○令和３年改正法附則第

４条第３項（令和３年改

正法附則第５条第５項、

第６条第３項又は第７

条第５項において準用

する場合を含む。）の規

定により暫定再任用の

任期を更新する場合に

限る。 

43 任期更新 

再任用の任期を……

年……月……日まで

更新する 

○地方公務員法第28条の

４第２項（同法第28条の

５第２項又は第28条の

６第３項において準用

する場合を含む。）の規

定により再任用の任期

を更新する場合に限る。 

任期付研究員の任期

を…年…月…日まで

更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付研究員の採用

等に関する法律（平成12

年法律第51号）第５条第

１項の規定により任期

付研究員の任期を更新

する場合に限る。

任期付研究員の任期

を…年…月…日まで

更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付研究員の採用

等に関する法律（平成12

年法律第51号）第５条第

１項の規定により任期

付研究員の任期を更新

する場合に限る。

育児休業等任期付職

員の任期を…年…月

…日まで更新する

○地方公務員の育児休業

等に関する法律第６条

第３項又は第18条第３

項の規定により育児休

業等任期付職員の任期

を更新する場合に限る。 

育児休業任期付職員

の任期を…年…月…

日まで更新する 

○地方公務員の育児休業

等に関する法律第６条

第３項又は第18条第３

項の規定により育児休

業等任期付職員の任期

を更新する場合に限る。 

特定任期付職員の任

期を…年…月…日ま

で更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律（平成14年法

律第48号）第７条第１項

の規定により特定任期

付職員の任期を更新す

る場合に限る。

特定任期付職員の任

期を…年…月…日ま

で更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律（平成14年法

律第48号）第７条第１項

の規定により特定任期

付職員の任期を更新す

る場合に限る。

一般任期付職員の任

期を…年…月…日ま

で更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律第７条第１

項の規定により一般任

期付職員の任期を更新

する場合に限る。

一般任期付職員の任

期を…年…月…日ま

で更新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律第７条第１

項の規定により一般任

期付職員の任期を更新

する場合に限る。

任期付職員の任期を

…年…月…日まで更

新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律第７条第２

項の規定により任期付

職員の任期を更新する

場合に限る。

任期付職員の任期を

…年…月…日まで更

新する 

○地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に

関する法律第７条第２

項の規定により任期付

職員の任期を更新する

場合に限る。

44 任期満了退職 

定年前再任用又は暫

定再任用の任期の満

○定年前再任用短時間勤

務職員又は暫定再任用

44 任期満了退職 

再任用の任期の満了

による退職 

○再任用職員が任期の満

了により退職する場合
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了による退職 職員が任期の満了によ

り退職する場合に限る。 

に限る。 

任期付研究員の任期

の満了による退職 

育児休業等任期付職

員の任期の満了によ

る退職 

特定任期付職員の任

期の満了による退職 

一般任期付職員の任

期の満了による退職 

任期付職員の任期の

満了による退職 

○任期付研究員が任期の

満了により退職する場

合に限る。

○育児休業等任期付職員

が任期の満了により退

職する場合に限る。

○特定任期付職員が任期

の満了により退職する

場合に限る。

○一般任期付職員が任期

の満了により退職する

場合に限る。

○任期付職員が任期の満

了により退職する場合

に限る。

任期付研究員の任期

の満了による退職 

育児休業等任期付職

員の任期の満了によ

る退職 

特定任期付職員の任

期の満了による退職 

一般任期付職員の任

期の満了による退職 

任期付職員の任期の

満了による退職 

○任期付研究員が任期の

満了により退職する場

合に限る。

○育児休業等任期付職員

が任期の満了により退

職する場合に限る。

○特定任期付職員が任期

の満了により退職する

場合に限る。

○一般任期付職員が任期

の満了により退職する

場合に限る。

○任期付職員が任期の満

了により退職する場合

に限る。

45～54 略 45～54 略 

55 昇格（職務の級を現

に属する職務の級よ

り上位の職務の級に

変更する場合） 

……職……級に決定

する 

職員の給与に関する

条例第４条第11項の

規定により算定した

給料月額を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第13条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第15条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

……号給を給する 

○定年前再任用短時間勤

務職員の昇格の場合に

限る。 

○暫定再任用職員（暫定再

任用短時間勤務職員を

除く。）の昇格の場合に

限る。 

○暫定再任用短時間勤務

職員の昇格の場合に限

る。 

○定年前再任用短時間勤

務職員又は暫定再任用

職員の昇格の場合を除

く。 

55 昇格（職務の級を現

に属する職務の級よ

り上位の職務の級に

変更する場合） 

……職……級に決定

する 

……号給を給する ○再任用職員の昇格の場

合を除く。

56 降格（職務の級を現 56 降格（職務の級を現
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に属する職務の級よ

り下位の職務の級に

変更する場合） 

……職……級に決定

する 

職員の給与に関する

条例第４条第11項の

規定により算定した

給料月額を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第13条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

職員の定年の引上げ

等に伴う関係条例の

整備に関する条例附

則第15条の規定によ

り算定した給料月額

を給する 

……号給を給する 

○定年前再任用短時間勤

務職員の降格の場合に

限る。 

○暫定再任用職員（暫定再

任用短時間勤務職員を

除く。）の降格の場合に

限る。 

○暫定再任用短時間勤務

職員の降格の場合に限

る。 

○定年前再任用短時間勤

務職員又は暫定再任用

職員の降格の場合を除

く。 

に属する職務の級よ

り下位の職務の級に

変更する場合） 

……職……級に決定

する 

……号給を給する ○再任用職員の降格の場

合を除く。

57 略 

第２～第５ 略 

57 略 

第２～第５ 略 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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鳥取県訓令第４号 

現業職員以外の職員の被服の交付及び使用に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和５年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

現業職員以外の職員の被服の交付及び使用に関する規程の一部を改正する訓令 

現業職員以外の職員の被服の交付及び使用に関する規程（昭和43年鳥取県訓令第５号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条、第５条関係） 

被服の交付を受

ける職員 

品目 標準

員数 

標準

使用

期間

(月) 

備考 

略 

衛生

環境

研究

所 

略 

３  水環

境室、化

学 衛 生

室、保健

衛 生 室

及 び 大

気・地球

環 境 室

の職員 

略 

略 

畜産

振興

局 

略 

略 

中部

総合

事務

所 

略 

11 県 土

整 備 局

の 職 員

の う ち

常 時 現

地 で 業

務 に 従

事 す る

職員（維

持 管 理

略 

別表（第２条、第５条関係） 

被服の交付を受

ける職員 

品目 標準

員数 

標準

使用

期間

(月) 

備考 

略 

衛生

環境

研究

所 

略 

３ 水 環

境 対 策

チーム、

化 学 衛

生室、保

健 衛 生

室 及 び

大気・地

球 環 境

室 の 職

員 

略 

略 

畜産

課 

略 

略 

中部

総合

事務

所 

略 

11 県 土

整 備 局

の 職 員

の う ち

常 時 現

地 で 業

務 に 従

事 す る

職員（河

川 砂 防

略 
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課 の 土

木 監 視

員 及 び

河 川 砂

防 課 の

職 員 を

除く。） 

12 県 土

整 備 局

の 職 員

の う ち

常 時 現

地 で 業

務 に 従

事 す る

職員（維

持 管 理

課 の 土

木 監 視

員 及 び

河 川 砂

防 課 の

職 員 に

限る。） 

略 

西部

総合

事務

所 

略 

４ 農 林

局 農 林

業 振 興

課 の 職

員（林業

振 興 室

の 職 員

を 除

く。）の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員 

作業服（上

衣） 

作業服（夏

上衣） 

作業服（ズ

ボン） 

長靴 

雨合羽 

防寒服 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

60 

60 

60 

36 

36 

36 

５ 農 林

局 農 商

工 連 携

チ ー ム

の 職 員

作業服（上

衣） 

作業服（夏

上衣） 

作業服（ズ

２ 

２ 

２ 

60 

60 

60 

課 の 職

員 を 除

く。） 

12 県 土

整 備 局

河 川 砂

防 課 の

職 員 の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員 

略 

西部

総合

事務

所 

略 

４ 農 林

局 農 林

業 振 興

課 の 職

員（林業

振 興 室

の 職 員

を 除

く。）の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員 

作業服（上

衣） 

作業服（夏

上衣） 

作業服（ズ

ボン） 

長靴 

雨合羽 

防寒服 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

60 

60 

60 

36 

36 

36 
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の う ち

常 時 現

地 で 業

務 に 従

事 す る

職員 

ボン） 

長靴 

雨合羽 

防寒服 

１ 

１ 

１ 

36 

36 

36 

６ 略 

７ 略 

８ 略 

９ 略 

10 米 子

県 土 整

備 局 の

職 員 の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員（維持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

川 砂 防

課 の 職

員 を 除

く。） 

略 

11 米 子

県 土 整

備 局 の

職 員 の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員（維持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

川 砂 防

課 の 職

員 に 限

略 

５ 略 

６ 略 

７ 略 

８ 略 

９ 米 子

県 土 整

備 局 の

職 員 の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員（河川

砂 防 課

の 職 員

を 除

く。） 

略 

10 米 子

県 土 整

備 局 河

川 砂 防

課 の 職

員 の う

ち 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る職員 

略 
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る。） 

12 略 

13 略 

14 略 

15 略 

16 略 

17 略 

18 日 野

振 興 セ

ン タ ー

日 野 県

土 整 備

局 の 職

員 の う

ち 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 維 持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

川 砂 防

課 の 職

員 を 除

く。） 

略 

19 日 野

振 興 セ

ン タ ー

日 野 県

土 整 備

局 の 職

員 の う

ち 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 維 持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

略 

11 略 

12 略 

13 略 

14 略 

15 略 

16 略 

17 日 野

振 興 セ

ン タ ー

日 野 県

土 整 備

局 の 職

員（河川

砂 防 課

の 職 員

を 除

く。）の

う ち 常

時 現 地

で 業 務

に 従 事

す る 職

員 

略 

18 日 野

振 興 セ

ン タ ー

日 野 県

土 整 備

局 河 川

砂 防 課

の 職 員

の う ち

常 時 現

地 で 業

務 に 従

事 す る

職員 

略 
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川 砂 防

課 の 職

員 に 限

る。） 

略 

県土

整備

事務

所 

１ 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 維 持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

川 砂 防

課 の 職

員 を 除

く。） 

略 

２ 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 維 持

管 理 課

の 土 木

監 視 員

及 び 河

川 砂 防

課 の 職

員 に 限

る。） 

略 

略 

略 

県土

整備

事務

所 

１ 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 河 川

砂 防 課

の 職 員

を 除

く。） 

略 

２ 常 時

現 地 で

業 務 に

従 事 す

る 職 員

（ 河 川

砂 防 課

の 職 員

に 限

る。） 

略 

略 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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公 安 委 員 会 規 則 

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月30日 

鳥取県公安委員会委員長 久 本 雅 義 

鳥取県公安委員会規則第５号 

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（公安委員会にする申請等の経由先） 

第１条 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）、道路交通法施行令（昭和35年政令第270

号。以下「令」という。）、道路交通法施行規則（昭

和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。）

及びこの細則によって鳥取県公安委員会（以下「公安

委員会」という。）に提出する書類は、次項に定める

ものを除き、警察本部長が別に定める警察署の長（以

下「署長」という。）を経由して提出しなければなら

ない。 

２ 略 

別記様式第３号の５（第９条の10関係） 

誓 約 書 

 当法人は、道路交通法第51条の８第３項各号に

掲げる次のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。 

１ 略 

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。）の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人 

(１) 略 

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交

通法第119条の２の４第２項の罪を犯して

刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者 

(３)～(６) 略 

鳥取県公安委員会 様 

（公安委員会にする申請等の経由先） 

第１条 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）、道路交通法施行令（昭和35年政令第270

号。以下「令」という。）、道路交通法施行規則（昭

和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。）

及びこの細則によって鳥取県公安委員会（以下「公安

委員会」という。）に提出する書類は、次項に定める

ものを除き、住所地を管轄する警察署長（以下「署長」

という。）を経由して提出しなければならない。 

２ 略 

別記様式第３号の５（第９条の10関係） 

誓 約 書 

 当法人は、道路交通法第51条の８第３項各号に

掲げる次のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。 

１ 略 

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。）の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人 

(１) 略 

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交

通法第119条の２の２第２項の罪を犯して

刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者 

(３)～(６) 略 

鳥取県公安委員会 様 
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 年 月 日 

主たる事務所の所在地 

法人の名称 

代表者の氏名  

 年 月 日 

主たる事務所の所在地 

法人の名称 

代表者の氏名  

別記様式第３号の７（第９条の13関係） 

（表） 

略 

別記様式第３号の７（第９条の13関係） 

（表） 

略 

注 略 

（裏） 

注 意 事 項 

 駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修

了しても道路交通法第51条の13第１項第２号に掲

げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視

員資格者証の交付を受けることができません。 

１・２ 略 

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法

第119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して２年を経過

しない者 

４～８ 略 

注 略 

（裏） 

注 意 事 項 

 駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修

了しても道路交通法第51条の13第１項第２号に掲

げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視

員資格者証の交付を受けることができません。 

１・２ 略 

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法

第119条の２の２第２項の罪を犯して刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して２年を経過

しない者 

４～８ 略 

別記様式第３号の13（第９条の18関係） 

誓 約 書 

 私は、道路交通法第51条の13第１項第２号イか

らハまでに掲げる次のいずれにも該当しない者で

あることを誓約します。 

１・２ 略 

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法

第119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して２年を経過

しない者 

４～８ 略 

鳥取県公安委員会 様 

年 月 日 

 住 所 

 氏 名  

別記様式第３号の13（第９条の18関係） 

誓 約 書 

 私は、道路交通法第51条の13第１項第２号イか

らハまでに掲げる次のいずれにも該当しない者で

あることを誓約します。 

１・２ 略 

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法

第119条の２の２第２項の罪を犯して刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して２年を経過

しない者 

４～８ 略 

鳥取県公安委員会 様 

年 月 日 

 住 所 

 氏 名  

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 




